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障害福祉サービス事業所等 管理者様 

 

石川県健康福祉部障害保健福祉課長 

（ 公 印 省 略 ）     

 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金に係る協議書の提出について 

 

 この度の震災で被災された施設・事業所に対しお見舞い申し上げるとともに、

被害により通常のサービス提供が困難な中、懸命に対応いただき、心より感謝申

し上げます。 

 社会福祉法人等が整備した施設が暴風、洪水、高潮、地震その他異常な自然現

象により被害を受けた場合、施設の災害復旧に関し、一定の条件を満たし、東海

北陸厚生局の査定により認められた場合、「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助

金」により、経費の一部が補助されます。 

 令和６年能登半島地震による被害について、協議を希望する場合は下記を参

照のうえ協議書の提出をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 提出期限及び提出書類 

（１）珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、志賀町、七尾市、中能登町、羽咋市、

宝達志水町に所在する施設 

 提出期限 提出物 

①協議エント

リー 

2月 22日（木） 

期限までにエントリ

ーがない場合、電話に

てご意向を確認させ

ていただきます。 

https://apply.e-tumo.jp/pref-i

shikawa-u/offer/offerList_deta

il?tempSeq=2716 

に必要事項を記入 

 
②資料提出 3月末目途 

ただし、地域の状況に

より期限の延長あり 

・復旧費用の見積書（2社分） 

・保険金額がわかる資料 

・被災箇所の写真 

  ※期限までに提出できない場合は、担当までご連絡ください。 

https://apply.e-tumo.jp/pref-ishikawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=2716
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（２）かほく市、津幡町、内灘町、野々市市、白山市、川北町、能美市、小松市、

加賀市に所在する施設 

 提出期限 提出物 

①協議エント

リー 

2月 9日（金）正午 https://apply.e-tumo.jp/pref-i

shikawa-u/offer/offerList_deta

il?tempSeq=2716 

に必要事項を記入 

 
②資料提出 2月 22日（木） ・復旧費用の見積書（2社分） 

・保険金額がわかる資料 

・被災箇所の写真 

  ※期限までに提出できない場合は、担当までご連絡ください。 

 

２ 補助金の概要、協議書作成の留意事項等 

 

  別添「社会福祉施設等災害復旧の手引き」を参照 

 

 

３ 提出方法 

 

  ①協議エントリーは、上に記載した URLに記入 

  ②資料提出は、shofuku3@pref.ishikawa.lg.jp に電子メールにて送付 

  ※電子データの容量が大きい場合は、担当までご連絡ください。 

  ※shofuku3は、災害復旧費国庫補助金の専用メールアドレスです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 事 務 担 当 ）  
石川県健康福祉部障害保健福祉課 

自立支援グループ 富山（とみやま） 
TEL：076-225-1428 

メール：shofuku3@pref.ishikawa.lg.jp 
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